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付 議 す る 事 件

木更津市教育委員会会議日程

開 会 令和８年３月２３日（月）　午後１時００分

開 会 宣 言

会議録署名人の指名

議 案 第
木更津市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定
について

議 案 第
木更津市立図書館、公民館及び木更津市郷土博物館金のすず
に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一
部を改正する規則の制定について

事 件 番 号 件 名

議 案 第 教育財産の用途廃止に伴う所管換えについて

議 案 第
木更津市教育委員会組織及び運営規則の一部を改正する規則
の制定について

議 案 第 令和８年度重点目標・施策について

議 案 第
木更津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に
ついて
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議案第２号 

令和８年度重点目標・施策について 

 別紙のとおり令和８年度の木更津市教育委員会に係る重点目標・施策を定めることについて、

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第１

号の規定により、議決を求める。 

令和８年３月２３日提出 

          木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和８年度の木更津市教育委員会に係る重点目標・施策を定めるにあたり、教育委員会会議の

議決を得ようとするものである。 
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議案第３号 

教育財産の用途廃止に伴う所管換えについて 

別紙のとおり教育財産の用途廃止に伴う所管換えについて、木更津市教育委員会組織及び運営

規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第４号及び第１１号の規定により、議

決を求める。 

  令和８年３月２３日提出 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

公民館、市民学習会館及びコミユニテイーセンターの用途廃止に伴う所管換えについて、教育委員

会会議の議決を得ようとするものである。 
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教育財産の用途廃止について 

 

１ 用途廃止物件 

 （１）富来田公民館 

所在地番 木更津市真里谷 110番地 

土地 面積  6,276.96㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 2,318.90㎡ 構造 鉄筋コンクリート一部木造 2階建て 

     ※令和 8年 2月 28日付にて、富来田公民館駐車場用地として以下の面積が移管されました。 

①財産活用課からの移管     宅地 ７６．０３㎡     田  ８０．４８㎡ 

②消防本部からの移管       宅地 ３７．８３㎡ 

 

 （２）岩根公民館 

所在地番 木更津市高柳3丁目 2番 1号 

土地 面積  582.21㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 564.08㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （３）鎌足公民館 

所在地番 木更津市矢那８９９－１ 

土地 借地のため該当外 

建物 延べ面積 514.17㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （４）中郷公民館 

所在地番 木更津市井尻７８９ 

土地 面積  1,260.62㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 563.56㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （５）富岡公民館 

所在地番 木更津市下郡１７７０－１ 

土地 面積  1,090.89㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 265.23㎡ 構造 鉄筋コンクリート造平屋建て 
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 （６）文京公民館 

所在地番 木更津市文京２－６－５４ 

土地 図書館敷地のため該当外 

建物 延べ面積 549.92㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （７）八幡台公民館 

所在地番 木更津市八幡台 4丁目 2番 1号 

土地 面積  6,002.48㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 635.24㎡ 構造 鉄骨造平屋建て 

 

 （８）東清公民館 

所在地番 木更津市笹子４６９－１ 

土地 面積  1,861.00㎡ 地目 宅地・田 

建物 延べ面積 572.14㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （９）清見台公民館・清見台コミュニティセンター附属体育館 

所在地番 木更津市清見台南5丁目 1番 29号 

土地 面積  3,307.71㎡ 地目 宅地 

建物     

     ・清見台公民館 

        延べ面積    748.63㎡       構造   鉄筋コンクリート造 2階建て 

・清見台コミュニティセンター附属体育館 

        延べ面積  1,402.74㎡        構造   鉄骨造 2階建て 

 

 （１０）畑沢公民館 

所在地番 木更津市畑沢１０５３－１２ 

土地 面積  2,871.49㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 658.51㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 
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 （１１）岩根西公民館 

所在地番 木更津市江川９３４－１ 

土地 面積  2,392.60㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 663.62㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （１２）西清川公民館 

所在地番 木更津市永井作 2丁目 11番 12号 

土地 面積  2,207.47㎡ 地目 宅地・畠 

建物 延べ面積 733.58㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （１３）波岡公民館 

所在地番 木更津市大久保 5丁目 7番 1号 

土地 面積  3,192.805㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 773.134㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

 （１４）桜井公民館 

所在地番 木更津市桜井新町4丁目 2番 

土地 面積  2,997.60  ㎡ 地目 宅地 

建物 延べ面積 1,045.492㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 

２ 用途を廃止する理由 

   木更津市立公民館及び木更津市立市民学習会館等を木更津市地域交流センターに移管することに伴

い、教育機関としての公民館用途を廃止するため。 

 

３ 用途廃止日     令和 8年４月１日 

 

４ その他 

    用途廃止後は、行政財産として市民協働部市民活動支援課へ所管換えするものとする。 
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議案第４号 

木更津市教育委員会組織及び運営規則の一部を改正する規則の制定について 

 木更津市教育委員会組織及び運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和８年３月２３日 

                   木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会規則第  号 

木更津市教育委員会組織及び運営規則の一部を改正する規則 

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

第１５条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を削り、

第７号を第５号とし、同条第２項の表公民館の項及び市民学習会館及びコミュニティーセンター

の項を削る。 

第１６条の表公民館の項及び市民学習会館及びコミュニティーセンターの項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

公民館、市民学習会館及びコミュニティーセンターを廃止するため、関係条文の整備をしよう

とするものである。 
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○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
組
織
及
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運
営
規
則
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改
正
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る
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更
津
市
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３
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３
月

3
1
日

 

教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 

（
教
育
機
関
）

 
（
教
育
機
関
）

 

第
1
5
条

 
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
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す
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。
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。
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。
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。
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す
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。
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。
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す
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。
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す
る
条
例
（
平
成

2
0
年
木
更
津
市
条
例
第

8
号
）
第

3
条
に
規

定
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

 

略
 

 

公
民
館

 
1
 
社
会
教
育
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第

2
0
7
号
）
第

2
2
条
に
規
定

す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

 

2
 
公
民
館
運
営
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。
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1
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す
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。
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す
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す
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こ
と
。

 

略
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議案第５号 

木更津市立図書館、公民館及び木更津市郷土博物館金のすずに勤務する職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

木更津市立図書館、公民館及び木更津市郷土博物館金のすずに勤務する職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和８年３月２３日 

                   木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会規則第  号 

木更津市立図書館、公民館及び木更津市郷土博物館金のすずに勤務する職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

木更津市立図書館、公民館及び木更津市郷土博物館金のすずに勤務する職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（平成７年木更津市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

木更津市立図書館及び木更津市郷土博物館金のすずに勤務する職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則 

第１条中「、公民館」を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

公民館の廃止に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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新
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対
照
表

 

○
木
更
津
市
立
図
書
館
、
公
民
館
及
び
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
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に
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務
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に
関
す
る
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則
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を
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す
る
規
則
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旧
 

木
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津
市
立
図
書
館
及
び
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
に
勤
務
す
る
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員
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勤
務
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、
休
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、
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暇
等
に
関
す
る
規
則

 

木
更
津
市
立
図
書
館
、
公
民
館
及
び
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
金
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に
勤
務
す

る
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員
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勤
務
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、
休
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、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

 

平
成
７
年
４
月

2
8
日

 
平
成
７
年
４
月

2
8
日

 

教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 

（
趣
旨
）

 
（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
木
更
津
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
７
年
木
更
津
市
条
例
第
１
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

市
立
図
書
館
及
び
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
に
勤
務
す
る
市
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
木
更
津
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
７
年
木
更
津
市
条
例
第
１
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

市
立
図
書
館
、
公
民
館
及
び
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
に
勤
務
す
る
市
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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議案第６号 

 木更津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

 木更津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

  令和８年３月２３日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会規則第  号 

木更津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

木更津市教育委員会公印規則（昭和４４年木更津市教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第４項中「木更津市情報セキュリティ対策基準要綱（平成１６年木更津市告示第１７

号）第５条第１項に規定する情報システム管理者」を「情報セキュリティ対策の担当課長」に改

める。 

別表第１公民館長印の項を削り、同表木更津市まなび支援センター所長印の項中「８」を「７」 

に改め、同表木更津市学校給食センター所長印の項中「９」を「８」に改め、同表小・中学校印

の項中「１０」を「９」に、「１１」を「１０」に改め、同表小・中学校長印の項中「１２」を

「１１」に改め、同表木更津市郷土博物館金のすず館長印の項中「１３」を「１２」に改め、同

表木更津市立市民学習会館長印の項及び木更津市立コミュニティーセンター館長印の項を削る。 

別表第２中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第１３号までを１号ずつ繰り上げ、

第１４号及び第１５号を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１４条第４項の改正規定は、公布の

日から施行する。 

 

 

 

 

提案理由 

公民館、市民学習会館及びコミュニティーセンターの廃止等に伴い、関係条文の整備をしよう

とするものである。 
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則

 
木
更
津
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則

 

昭
和

4
4
年
４
月
１
日

 
昭
和

4
4
年
４
月
１
日

 

教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 

（
電
子
公
印
）

 
（
電
子
公
印
）

 

第
1
4
条

 
略

 
第

1
4
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 
２
・
３

 
略

 

４
 
教
育
総
務
課
長
は
、
前
２
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
の
担
当
課
長
と
協
議
し
、
電
子
公
印
の
不
正
な
使
用
、
破
壊
等
を
防
止
す
る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
教
育
総
務
課
長
は
、
前
２
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
木
更
津
市
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
基
準
要
綱
（
平
成

1
6
年
木
更
津
市
告
示
第

1
7
号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
者
と
協
議
し
、
電
子
公
印
の
不
正
な
使
用
、
破
壊
等
を

防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
・
６

 
略

 
５
・
６

 
略

 

別
表
第
１
（
第
３
条
）

 
別
表
第
１
（
第
３
条
）

 

公
印
の
種

類
 

ひ
な
形

 

（
別
図
）

 規
格
（
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）

 

書
体

 
使
用
区
分

 
管
理
者

 
個
数

 

略
 

図
書

館
長

印
 

6
 

方
2
1
 

て
ん
書

 図
書

館
長

名
を

も
っ

て
す

る
文

書
 

図
書
館
長

 1
 

   

  

  

  

  

  

  

木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所
長
印

 

7
 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所
長

 

1
 

木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長
印

 

8
 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長

名
を

も
っ

て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長

 

1
 

 
 

 
 

 
 

 

公
印
の
種

類
 

ひ
な
形

 

（
別
図
）

 規
格
（
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）

 

書
体

 
使
用
区
分

 
管
理
者

 
個
数

 

略
 

図
書

館
長

印
 

6
 

方
2
1
 

て
ん
書

 図
書

館
長

名
を

も
っ

て
す

る
文

書
 

図
書
館
長

 1
 

公
民

館
長

印
 

7
 

方
2
1
 

て
ん
書

 公
民

館
長

名
を

も
っ

て
す

る
文

書
 

各
公

民
館

長
 

1
5 

木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所
長
印

 

8
 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

ま
な

び
支

援
セ

ン
タ

ー
所
長

 

1
 

木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長
印

 

9
 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長

名
を

も
っ

て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

所
長

 

1
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小
・
中
学
校

印
 

9
 

方
4
5
 

て
ん
書

 学
校

名
を

も
っ

て
す
る
文
書

 

各
学
校
長

 3
0 

1
0 

方
2
1
 

て
ん
書

 

小
・
中
学
校

長
印

 

1
1 

方
2
1
 

て
ん
書

 学
校

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

各
学
校
長

 3
0 

木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館
長
印

 

1
2 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館
長

 

1
 

         

    

    

    

    

    

    

 

小
・
中
学
校

印
 

1
0 

方
4
5
 

て
ん
書

 学
校

名
を

も
っ

て
す
る
文
書

 

各
学
校
長

 3
0 

1
1 

方
2
1
 

て
ん
書

 

小
・
中
学
校

長
印

 

1
2 

方
2
1
 

て
ん
書

 学
校

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

各
学
校
長

 3
0 

木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館
長
印

 

1
3 

方
2
1
 

て
ん
書

 木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館

長
名

を
も

っ
て
す
る
文
書

 

木
更

津
市

郷
土

博
物

館
金

の
す

ず
館
長

 

1
 

木
更

津
市

立
市

民
学

習
会

館
長

印
 

1
4 

方
2
1
 

て
ん
書

 市
民

学
習

会
館

長
名

を
も

っ
て

す
る
文
書

 

各
市

民
学

習
会
館
長

 6
 

木
更

津
市

立
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

セ
ン

タ
ー

館
長
印

 

1
5 

方
2
1
 

て
ん
書

 コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
館

長
名

を
も

っ
て

す
る
文
書

 

各
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

セ
ン

タ
ー

館
長

 

2
 

 

別
表
第
２
（
第
３
条
）

 
別
表
第
２
（
第
３
条
）

 

ひ
な
形

 

１
～
４

 
略

 

ひ
な
形

 

１
～
４

 
略

 

５
 

６
 

７
 

８
 

 
 

 
 

      

 
 

 

５
 

６
 

７
 

８
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９
 

1
0 

1
1 

1
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

   

   
 

９
 

1
0 

1
1 

1
2 

 
 

 
 

1
3 

1
4 

1
5 
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議案第７号 

木更津市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

木更津市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和８年３月２３日提出 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会規則第  号 

   木更津市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則 

 木更津市立図書館管理運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１３条の見出し中「公民館等」を「木更津市地域交流センター」に改め、同条中「木更津市

立公民館等の長」を「木更津市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成３０年木更

津市条例第２号）に規定する木更津市地域交流センターの長等」に改める。 

 別記第２号様式中 

「〇 このカードをなくしたとき、住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

が変
か

わつた 

   ときはお知
し

らせください。 

〇 公民館
こうみんかん

等
とう

の図書
と し ょ

をご利用
り よ う

の場合
ば あ い

は、その施設
し せ つ

の開館
かいかん

日
び

等
とう

 

  をご確認
かくにん

の上
うえ

ご利用
り よ う

ください。            」 

「〇 このカードをなくしたとき、住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

が変
か

わつた 

   ときはお知
し

らせください。              」 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の木更津市立図書館管理運営規則の規定によ

り交付された図書館カードは、この規則による改正後の木更津市立図書館管理運営規則の相当

規定により交付された図書館カードとみなす。 

提案理由  

公民館、市民学習会館及びコミユニテイーセンターの廃止等に伴い、関係条文の整備をしよう

とするものである。 

を 

に改める。 
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則

 
木
更
津
市
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則

 

昭
和

6
1
年
３
月

3
1
日

 
昭
和

6
1
年
３
月

3
1
日

 

教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 

（
木
更
津
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
へ
の
協
力
）

 
（
公
民
館
等
へ
の
協
力
）

 

第
1
3
条

 
図
書
館
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
1
8
号
）
第
３
条
第
９
号
の
規
定
に
よ
り
、
館
長

は
、
木
更
津
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成

3
0
年
木

更
津
市
条
例
第
２
号
）
に
規
定
す
る
木
更
津
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
の
長
等
の
求
め
に

応
じ
、
図
書
を
定
期
的
に
配
本
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1
3
条

 
図
書
館
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
1
8
号
）
第
３
条
第
９
号
の
規
定
に
よ
り
、
館
長

は
、
木
更
津
市
立
公
民
館
等
の
長
の
求
め
に
応
じ
、
図
書
を
定
期
的
に
配
本
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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報告第５号 

   専決事項の報告について 

 木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年３月２３日提出 

                   木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘 

 



 18

教育長の専決 

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条

第１項第３号の規定により、次のとおり専決する。 

   令和８年２月２０日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

専決第２号 

   木更津市教育施設管理に関する規程を廃止する訓令の制定について 

 別紙のとおり 



 19

木更津市教育施設管理に関する規程を廃止する訓令を次のように定める。 

令和８年２月２０日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会訓令第１号 

事 務 局   

各教育機関   

木更津市教育施設管理に関する規程を廃止する訓令 

木更津市教育施設管理に関する規程（昭和５７年木更津市教育委員会訓令第１号）は、廃止す

る。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 20

 

参 考 

○木更津市教育施設管理に関する規程 

昭和57年３月30日 

教育委員会訓令第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、木更津市教育施設（以下「施設」という。）の管理について必要な事

項を定めることを目的とする。 

（業務） 

第２条 施設に管理人を置き、管理人は次の業務に従事する。 

⑴ 施設の使用許可書を受理し、使用者が使用した施設、備品等及び戸締りの点検を行う。 

⑵ 施設の使用心得を使用者に徹底する。 

⑶ 施設内外の清掃、除草等を行う。 

⑷ その他、状況に応じ課長又は館長より指示される事項 

（施設に居住する場合） 

第３条 管理人の親族が施設に居住するときは、教育委員会の許可を必要とする。 

（細則） 

第４条 その他、管理人に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この訓令は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年７月22日教委訓令第１号） 

この訓令は、公示の日から施行し、平成６年８月１日から適用する。 

附 則（平成21年３月31日教委訓令第２号） 

この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月23日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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報告第６号 

   専決事項の報告について 

 木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年３月２３日提出 

                   木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘 



 22

教育長の専決 

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条

第１項第３号の規定により、次のとおり専決する。 

   令和８年２月２７日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

専決第３号 

   木更津市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令の制定について 

 別紙のとおり 
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木更津市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年２月２７日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会訓令第２号 

事 務 局   

各教育機関  

木更津市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令 

（木更津市教育委員会事務専決規程の一部改正） 

第１条 木更津市教育委員会事務専決規程（昭和６１年木更津市教育委員会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２公民館に関する事項の表及び市民学習会館及びコミュニティセンターに関する事項

の表を削る。  

（木更津市教育委員会文書規程の一部改正） 

第２条 木更津市教育委員会文書規程（平成１６年木更津市教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１教育機関の表中央公民館の項、富来田公民館の項、岩根公民館の項、鎌足公民館の 

項、中郷公民館の項、富岡公民館の項、文京公民館の項、八幡台公民館の項、東清公民館の項、

清見台公民館の項、畑沢公民館の項、岩根西公民館の項、西清川公民館の項、波岡公民館の項、 

桜井公民館の項、高柳市民学習会館の項、文京市民学習会館の項、中郷コミュニテイーセンタ 

ーの項、清見台コミュニテイーセンターの項、清見台コミュニテイーセンター附属体育館の項、 

畑沢市民学習会館の項、岩根西市民学習会館の項、西清川市民学習会館の項及び桜井市民学習

会館の項を削る。 

（木更津市教育部次長事務分担規程の一部改正） 

第３条 木更津市教育部次長事務分担規程（令和５年木更津市教育委員会訓令第１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表生涯学習担当の項担任事務の欄中「公民館、」及び「、市民学習会館、コミュニ

ティーセンター」を削る。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
事
務
専
決
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
第
１
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
教
育
委
員
会
事
務
専
決
規
程

 
木
更
津
市
教
育
委
員
会
事
務
専
決
規
程

 

昭
和

6
1
年
４
月

2
3
日

 
昭
和

6
1
年
４
月

2
3
日

 

教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 

別
表
第
２
（
第
６
条
）

 
別
表
第
２
（
第
６
条
）

 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項

 
略

 
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項

 
略

 

 
公
民
館
に
関
す
る
事
項

 

 
専
決
者

 

専
決
事
項

 

教
育
長

 
教
育
部
長

 
館
長

 

(
1
)
 
公
民
館
事
業
の
計
画
及

び
実

施
 

 
非

定
例

的
な

も
の

 

定
例
的
な
も
の

 

(
2
)
 
休
館
日
の
変
更
及
び
臨

時
休

館
日
の
承
認

 

 
 

○
 

(
3
)
 
利
用
時
間
の
変
更

 
 

 
○

 

(
4
)
 
主
管
に
属
す
る
体
育
施

設
の

使
用
許
可
及
び
変
更

 

 
 

○
 

(
5
)
 
公
民
館
関
係
団
体
と
の

連
絡

調
整

 

 
 

○
 

 

図
書
館
に
関
す
る
事
項

 
略

 
図
書
館
に
関
す
る
事
項

 
略

 

郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
に
関
す
る
事
項

 
略

 
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
に
関
す
る
事
項

 
略

 

 
市
民
学
習
会
館
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項

 

 
専
決
者

 

専
決
事
項

 

教
育
長

 
教
育
部
長

 
館
長

 

(
1
)
 
市
民
学
習
会
館
及
び
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
事
業
計
画
及
び

実
施

 

 
非

定
例

的
な

も
の

 

定
例
的
な
も
の

 

(
2
)
 
休
館
日
の
変
更
及
び
臨

時
休

館
日
の
承
認

 

 
 

○
 

(
3
)
 
開
館
時
間
の
変
更

 
 

 
○
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
事
務
専
決
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
第
２
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
教
育
委
員
会
文
書
規
程

 
木
更
津
市
教
育
委
員
会
文
書
規
程

 

平
成

1
6
年
４
月
１
日

 
平
成

1
6
年
４
月
１
日

 

教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 

別
表
第
１
（
第
５
条
第
２
項
第
２
号
）

 
別
表
第
１
（
第
５
条
第
２
項
第
２
号
）

 

事
務
局

 
略

 
事
務
局

 
略

 

教
育
機
関

 
教
育
機
関

 

機
関
名

 
記
号

 

略
 

木
更
津
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 
学
給
セ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

機
関
名

 
記
号

 

略
 

木
更
津
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 
学
給
セ

 

中
央
公
民
館

 
中
公

 

富
来
田
公
民
館

 
富
公

 

岩
根
公
民
館

 
岩
公

 

鎌
足
公
民
館

 
鎌
公

 

中
郷
公
民
館

 
中
郷
公

 

富
岡
公
民
館

 
富
岡
公

 

文
京
公
民
館

 
文
公

 

八
幡
台
公
民
館

 
八
公

 

東
清
公
民
館

 
東
公

 

清
見
台
公
民
館

 
清
見
公

 

畑
沢
公
民
館

 
畑
公

 

岩
根
西
公
民
館

 
岩
西
公

 

西
清
川
公
民
館

 
西
清
公

 

波
岡
公
民
館

 
波
公

 

桜
井
公
民
館

 
桜
公

 

高
柳
市
民
学
習
会
館

 
高
学

 

文
京
市
民
学
習
会
館

 
文
学

 

中
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
セ
ン
タ
ー

 
中
コ

 

清
見
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
セ
ン
タ
ー

 
清
見
コ

 

清
見
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
セ
ン
タ
ー
附
属
体
育
館

 
清
見
コ
体
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図
書
館

 
図
書

 

略
 

 

畑
沢
市
民
学
習
会
館

 
畑
学

 

岩
根
西
市
民
学
習
会
館

 
岩
西
学

 

西
清
川
市
民
学
習
会
館

 
西
清
学

 

桜
井
市
民
学
習
会
館

 
桜
学

 

図
書
館

 
図
書

 

略
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
事
務
専
決
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
第
３
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
教
育
部
次
長
事
務
分
担
規
程

 
木
更
津
市
教
育
部
次
長
事
務
分
担
規
程

 

令
和
５
年
３
月

2
2
日

 
令
和
５
年
３
月

2
2
日

 

教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 

（
分
担
事
務
）

 
（
分
担
事
務
）

 

第
２
条

 
次
長
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
、
そ
の
事
務
を
分
担
す
る
。

 
第
２
条

 
次
長
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
、
そ
の
事
務
を
分
担
す
る
。

 

次
長

 
担
任
事
務

 

総
務
担
当

 
略

 

生
涯
学
習
担
当

 
生
涯
学
習
課
及
び
文
化
課
に
関
す
る
事
務
並
び
に
図
書
館
、
木
更

津
市
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
及
び
木
更
津
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
に
関
す
る
事
務

 

 
 

次
長

 
担
任
事
務

 

総
務
担
当

 
略

 

生
涯
学
習
担
当

 
生
涯
学
習
課
及
び
文
化
課
に
関
す
る
事
務
並
び
に
公
民
館
、
図
書

館
、
木
更
津
市
郷
土
博
物
館
金
の
す
ず
、
市
民
学
習
会
館
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
及
び
木
更
津
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に

関
す
る
事
務
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報告第７号 

   専決事項の報告について 

 木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年３月２３日提出 

                   木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘 
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教育長の専決 

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第９条

第１項第３号の規定により、次のとおり専決する。 

   令和８年２月２７日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

専決第４号 

   木更津市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令の制定について 

 別紙のとおり 
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木更津市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年２月２７日 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

木更津市教育委員会訓令第３号 

事 務 局   

各教育機関   

木更津市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令 

木更津市教育委員会教育長事務委任規程（平成２年木更津市教育委員会訓令第１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「第７条」を「第８条」に改め、同条第２項及び第３項を削る。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第１号の改正規定は、公

示の日から施行する。 
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新
旧
対
照
表

 

○
木
更
津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

 

新
 

旧
 

木
更
津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程

 
木
更
津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程

 

平
成
２
年
３
月

2
8
日

 
平
成
２
年
３
月

2
8
日

 

教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号

 

（
事
務
の
委
任
）

 
（
事
務
の
委
任
）

 

第
２
条

 
教
育
長
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
3
5
号
）
第

１
条
に
規
定
す
る
職
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
校
長
に
委
任
す
る
。

 

第
２
条

 
教
育
長
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
3
5
号
）
第

１
条
に
規
定
す
る
職
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
校
長
に
委
任
す
る
。

 

(
１

)
 
職
員
の
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

6
1
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規

則
第

1
1
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
規
則
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

に
関
す
る
こ
と
。

 

(
１

)
 
職
員
の
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

6
1
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規

則
第

1
1
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
規
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

に
関
す
る
こ
と
。

 

(
２

)
・

(
３

)
 
略

 
(
２

)
・

(
３

)
 
略

 

 
２

 
教
育
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
木
更
津
市
立
公
民
館
設
置
及
び
管
理
運
営
条
例
（
昭

和
3
2
年
木
更
津
市
条
例
第

2
9
号
。
以
下
「
公
民
館
管
理
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に

規
定
す
る
公
民
館
の
館
長
に
委
任
す
る
。

 

(
１

)
 
公
民
館
管
理
条
例
第
９
条
か
ら
第

1
1
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
公
民
館
の
使
用
許

可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
２

)
 
公
民
館
管
理
条
例
第

1
3
条
の
規
定
に
よ
る
入
館
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
３

)
 
公
民
館
管
理
条
例
第

1
4
条
の
規
定
に
よ
る
模
様
替
え
等
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

 

 
３

 
教
育
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
木
更
津
市
立
市
民
学
習
会
館
等
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
（
昭
和

5
1
年
木
更
津
市
条
例
第
６
号
。
以
下
「
学
習
会
館
管
理
条
例
」

と
い
う
。
）
第
５
条
に
規
定
す
る
市
立
市
民
学
習
会
館
及
び
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「
会
館
」
と
い
う
。
）
の
館
長
に
委
任
す
る
。

 

(
１

)
 
学
習
会
館
管
理
条
例
第
６
条
か
ら
第
８
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
会
館
の
使
用
許

可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
２

)
 
学
習
会
館
管
理
条
例
第

1
2
条
の
規
定
に
よ
る
入
館
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
３

)
 
学
習
会
館
管
理
条
例
第

1
3
条
の
規
定
に
よ
る
模
様
替
え
等
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

 

 




